
令和６年度長野県食と農業農村振興審議会 北信地区部会次第 

 

                           日時：令和６年７月29日（月）13:30～15:30 

                                         場所：北信合同庁舎 講堂 

 
 
 
１ 開  会 
 
 

２ あいさつ 

 

 

 

３ 長野県食と農業農村振興審議会 北信地区部会委員への委嘱 

 

 

 

４ 議長選出 

 

 
５ 会議事項 

（１）第４期長野県食と農業農村振興計画の令和５年度北信地域取組実績について 

 

 

 

 

（２）第４期長野県食と農業農村振興計画の令和６年度実行計画について 

 

 

 

 

（３）「少子化・人口減少対策」について 

 

 

 

 

６ そ の 他                                                  
 
 
 
 
７ 閉  会 
 
 
 



（任期：令和６年７月１日～令和８年６月30日）

区　分 氏　　名 役　　　　　職 市町村 備　考

岡 村
お か む ら

寛
ひろし

長野県農業経営者協会 飯水支部長 中 野 市
新

（きのこ）

浅 沼
あさぬま

幸 治
こ う じ

長野県農業士協会 下高井支部長 中 野 市
新

（果　樹）

西野
に し の

三恵子
み え こ
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中野市農業協同組合常務理事 中 野 市
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中野市経済部農業振興課長 中 野 市 新
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な お き

飯山市経済部農林課長 飯 山 市
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長野県食と農業農村振興審議会における地区部会の設置規程 
 

 

第１ 設置の目的 

「長野県食と農業農村振興の県民条例」に基づいて策定する「長野県食と農業農村振興計画」（以

下「振興計画」）策定及び県が実施する食と農業・農村に関する施策に関し、各地域の県民の意見の

反映と、地域の特性を生かした地域別の発展方向の策定及び検証を行うため「長野県食と農業農村振

興審議会」に地区部会を設置する。 

 

第２ 地区部会の設置 

   「長野県食と農業農村振興の県民条例」に規定されているとおり、地域振興局の管轄区域ごとに、

部会を設置する。 

 

第３ 地区部会の組織 

（１）地区部会は、部会委員10人程度で組織する。 

（２）地区部会の部会委員は、農業者、消費者、農業関係団体、農業委員、市町村職員などから、地域振

興局長が任命する。  

（３）部会委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４ 会議の運営 

（１）地区部会には部会長を置き、部会委員が互選する。 

（２）部会長は、会務を総理し、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した部会委員がそ

の職務を代理する。 

（３）会議は、部会長が招集し、会長が議長となる。 

（４）部会長が認める場合は、部会委員以外の者がオブザーバーとして協議に参画することができる。 

（５）会議は、部会委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

（６）会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（７）会議は、原則として公開とする。 

（８）地区部会の事務局は、地域振興局農業農村支援センター農業農村振興課に置くこととし、事務局長

は、地域振興局農業農村支援センター所長の職にある者が充たる。 

 

第５ 地区部会の任務 

地区部会は、次に掲げる事項について検討し、部会長は、「長野県食と農業農村振興審議会」に報告

するものとする。 

（１）県が策定する振興計画及び県が実施する食と農業・農村に関する施策に関する地域の意見の集約 

（２）県の振興計画に基づき、地域の特性を踏まえた「地域別の発展方向」の策定及び検証 

（３）その他、食と農業及び農村の振興に関し、地域で必要な事項 

 

（補 足） 

この規程に定めのあるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、事務局が会議に諮って定め

る。 

 

（附 則） 

 この規程は、平成19年１月19日から施行する。 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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